
法定利率に関する見直し

法定利率の適用場面

① 利息を支払う合意はあるが約定利率の定めがない場合の
利息の算定

例） 利息付き消費貸借

民事：年５％（現§ ４０４）
※制定当時の市中の金利を前提としたもの

商事：年６％（商法§ ５１４）
※民法の法定利率が年５％であることを前提としたもの
※商行為（営業資金の借入れ等）によって生じた債務に適用される。

法定利率
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「基準割引率および基準貸付利率」（旧「公定歩合」）の推移
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昨今では、市中金利を大きく上回る状態が続いている。

法定利率は、明治期における民法・商法の制定以来、見直しがされ
ていない。

※「基準貸付利率」は、日本銀行が金融機関に
対して直接貸付けをする際の基準金利である。

③ 逸失利益などの損害賠償の額を定める際の中間利息控除（判例）
※中間利息控除とは、不法行為等による損害賠償において
死亡被害者の逸失利益を算定するに当たり、将来得たであ

ろう収入から運用益を控除することをいう。 →後記参照

② 約定利率の定めがない金銭債務の遅延損害金の算定
例） 交通事故の損害賠償などの遅延損害金
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問題の所在
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法定利率が市中金利を大きく上回る状態が続いている。
→ 利息や遅延損害金の額が著しく多額となる一方で、中間利息の控除の場面では不当に賠償額が

抑えられるなど、当事者の公平を害する

法定利率を固定のものとすると、将来、市中金利と大きく乖離する事態が生ずるおそれがある。
→ 合理的な変動の仕組みをあらかじめ法律で定めておき、予測可能性を高めるのが適切。

市中金利の短期的・微細な変動に連動して法定利率が変わると、社会的コストが非常に大きい。

現代社会において、商行為によって生じた債務を特別扱いする合理的理由に乏しい。

改正法の内容

法定利率の引下げ 【新§404Ⅱ】

・施行時に年３％へ

緩やかな変動制の導入 【新§404Ⅲ～Ⅴ】 → 詳細は次ページ参照

・法定利率を市中の金利の変動に合わせて緩やかに上下させる変動制の導入

・３年ごとに法定利率を見直し。 貸出約定平均金利の過去５年間の平均値を指標とし、この数値に前回の変動時と

比較して１％以上の変動があった場合にのみ、１％刻みの数値で法定利率が変動（法定利率は整数になる。）

商事法定利率の廃止 【現商法§514の削除】

・商行為によって生じた債務についても、民法に規定する法定利率を適用



法定利率に関する見直し

【変動のシミュレーション】
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３年を「１期」として、「１期」ごとに変動

改正法の内容（変動制の具体的な内容）

日本銀行が公表している貸出約定平均金利の過去５年間における短期貸付けの平均金利の合計を６０で除して
計算した割合（０．１％未満は切捨て）を「基準割合」とする。

※過去５年間＝各期の初日の属する年の６年前の年の１月から前々年の１２月までの各月
（例えば、平成３５年４月１日が期の初日である場合には、平成２９年１月～平成３３年１２月の各月）

直近変動期の基準割合と当期の基準割合との差（１％未満は切捨て）に相当する割合を、直近変動期における
法定利率に加算し、又は減算する。

※１つの債権については１つの法定利率（例えば、交通事故の損害賠償の遅延損害金は事故時（初めて遅滞の責

任を負った時、利息債権については最初に利息が発生した時）の法定利率が適用され、事後的に変動しない）。
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交通事故などの不法行為等による損害賠償は、将来の逸失利益（将来取得するはずであった利益）を含めて事故時
から請求が可能

「中間利息控除」とは、不法行為等による損害賠償において死亡被害者の逸失利益を算定するに当たり、将来
得たであろう収入から運用益を控除すること

この控除の割合は法定利率（年５％）による（最判平成１７年６月１４日）

中間利息控除とは・・・

毎年200万円の逸失利益が将来にわたり10年間生ずる場合。

中間利息控除
年５％で運用したとして現在価値に割り戻す

事故

合計2000万円 控除後の金額 約1540万円中間利息控除

検討の経過

中間試案では、中間利息控除について現状維持
（年５％の固定制）の規定を新設する案

パブコメでは多くの反対意見

・遅延損害金の算定などに用いられる法定利率を
引き下げつつ、中間利息控除に使用する利率の
みを現状維持とすると、被害者の請求可能な金額
が単純に減少し、関係者間の公平に欠ける。

改正法の内容

中間利息控除にも法定利率（変動制）を適用

【新§722Ⅰ】

※ 事故時（損害賠償請求権が生じた時点）の法定

利率を適用することも明確化
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中間利息控除のイメージ

※交通事故事案における損害額算定の例は次ページ
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（事案） ２２歳のサラリーマンが交通事故で死亡した事案
※損害額算定の基礎となる数値等について、稼働可能年数は６７歳と認定、生活費控除率は０．５と認定、

基礎収入は賃金センサス（平成２４年）の大卒男子の全年齢平均を採用、弁護士費用は１割と認定、

支払時まで事故時から２年と想定

交通事故事案における損害額算定の一例

現行法と改正法の異同（下図参照）

慰謝料等 改正の前後で変わらない。

逸失利益 法定利率の引下げにより、金額が増加する。

遅延損害金 法定利率の引下げにより、金額が減少する。

※遅延損害金は、慰謝料等を含む損害額の全額を基礎に算定される。
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慰謝料等
（2650万円）

逸失利益
（約5760万円）

弁護士費用
（840万円）

遅延損害金
（約925万円）

慰謝料等
（2650万円）

逸失利益
（約7950万円）

弁護士費用
（1050万円）

遅延損害金
（約700万円）

（現行法）
合計約１億円

（改正法）
合計約１億2000万円


